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１ 試験の名称 

   令和８年度埼玉県職員採用上級試験 

 

２ 試験職種、採用予定者数及び受験資格 

試験 

区分 
試験職種 

採用予

定者数 
受  験  資  格 

埼 

玉 

県 

職 

員 

採 

用 

上 

級 

試 

験 

一般行政（基

礎能力検査

枠） 

80人 

○日本国籍を有する者 

 

○地方公務員法第16条の欠格条項に該当し 

 ない者 

 

○次に掲げる者 

 (1) 平成８年４月２日から平成17年４月

１日までに生まれた者（学歴不問） 

 (2) 平成17年４月２日以降に生まれた者

で、次に掲げるもの 

  ア 学校教育法に基づく大学（短期大

学を除く。以下「大学」という。）

を卒業した者又は令和９年３月まで

に大学を卒業する見込みの者 

  イ 埼玉県人事委員会がアに掲げる者

と同等の資格があると認める者 

 (3) 平成11年改正前の民法の規定による

準禁治産の宣告を受けていない者（心

神耗弱を原因とするもの以外） 

設備（基礎能

力検査枠） 
15人 

総合土木（基

礎能力検査

枠） 

33人 

建築（基礎能

力検査枠） 
10人 

 

３ 試験の方法 

  試験は、大学卒業程度により次のとおり行う。 

(1) 一般行政（基礎能力検査枠） 

  ア 第１次試験 基礎能力検査 

  イ 第２次試験 論文試験、人物試験 

 

(2) 設備（基礎能力検査枠）、総合土木（基礎能力検査枠）、建築（基礎能力検 

査枠）  

  ア 第１次試験 基礎能力検査 

  イ 第２次試験 人物試験 

   

４ 試験の実施日、会場及び合格発表 

(1) 一般行政（基礎能力検査枠） 

試験 実施日 会場 合 格 発 表 



第１次

試 験 

４月10日（金）か

ら４月23日（木） 

上記期間中の都

合の良いいずれか

１日に受検 

SPI3テストセンタ

ー会場（専用会場

又はオンライン会

場）のうち、受検

者が選択する会

場 

５月８日（金）午前10時から

６月11日（木）まで、埼玉県

人事委員会事務局ホームペ

ージ「埼玉県職員採用情報」

に掲載する。 

第２次

試 験 

５月16日（土）及

び６月１日（月）

か ら ６ 月 11 日

（木）までのいず

れか１日（土曜日

及び日曜日を含

む。）。 

さいたま市内 

６月30日（火）午前10時から

７月７日（火）まで、埼玉県

人事委員会事務局ホームペ

ージ「埼玉県職員採用情報」

に掲載する。 

  

(2)  設備（基礎能力検査枠）、総合土木（基礎能力検査枠）、建築（基礎能力検 

査枠）  

試験 実施日 会場 合 格 発 表 

第１次

試 験 

４月10日（金）か

ら４月23日（木） 

上記期間中の都

合の良いいずれか

１日に受検 

SPI3テストセンタ

ー会場（専用会場

又はオンライン会

場）のうち、受検

者が選択する会

場 

５月８日（金）午前10時から

６月11日（木）まで、埼玉県

人事委員会事務局ホームペ

ージ「埼玉県職員採用情報」

に掲載する。 

第２次

試 験 

５月18日（月）か

ら５月21日（木）

までのいずれか１

日 

さいたま市内 

６月30日（火）午前10時から

７月７日（火）まで、埼玉県

人事委員会事務局ホームペ

ージ「埼玉県職員採用情報」

に掲載する。 

 

５ 試験の対象となる職の概要及び給与 

(1) 職の概要 

   埼玉県の各機関に勤務し、一般行政事務又は技術的業務に従事する。 

(2) 給与 

  ア 初任給は、原則として全職種とも約262,500円（地域手当を含む。）である。

一定の経歴がある場合は、経歴に応じた額が加算されることがある。 

  イ 上記の初任給は、それぞれの職種に応じた代表的な職務に従事した場合の

ものであり、職務の内容によって金額が変更になる場合がある。 

  ウ 上記の初任給のほか、支給要件に該当する者は、扶養手当、住居手当、通

勤手当、期末・勤勉手当等が支給される。 

  エ 上記は、令和８年４月１日現在のものであり、採用時までに給与改定があ

った場合は、それによる。 



 

６ 採用候補者名簿への登載及び採用の方法 

最終合格者は、採用候補者名簿に登載される。 

  名簿登載者は、任命権者からの請求に応じて提示され、本人の希望する仕事及

び勤務地等についての意向聴取を行い、欠員の状況等に応じて採用される。採用

の時期は、原則として令和９年４月１日である。 

 

７ 受験手続 

 (1) 申込方法 

   埼玉県電子申請・届出サービスにおいて、必要事項を入力の上、申し込むこ

と。 

(2) 受付期間 

   令和８年３月２日（月）午前９時30分から令和８年３月16日（月）午後５時

まで。 

 

８ その他 

 (1) 試験についての詳細は、埼玉県人事委員会事務局ホームページ「埼玉県職員

採用情報」に掲載する受験案内を参照すること。 

(2) この試験についての問合せは、埼玉県人事委員会事務局任用審査課採用試験

担当（さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 電話 048-822-8181）に行うこ

と。 
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